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介護職員等特定処遇改善加算の算定における「取り組み状況の見える化」について 

 

 

介護職員等特定処遇改善加算は、２０１９（令和元）年１０月、介護職員の確保・定着

につなげていくため、介護職員処遇改善加算（現行加算）に加えて創設されました。経

験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善を行うとともに、一

定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用も出来るようになりました。当

法人においても令和３年４月１日より、介護職員等特定処遇改善加算の算定を開始する事

と致しました。 

 

 

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件 

①介護職員処遇改善加算（現行加算）（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定している

こと 

②職場環境要件について、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに

向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性

向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ１つ

以上取り組んでいること（令和３年度は、６つの区分から３つの区分を選択し、選択

した区分でそれぞれ１つ以上） 

③特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表（見える化）

していること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護職員等特定処遇改善加算の算定要件である職場環境要件の取り組み状況について下

記の通り公表（見える化）を行う。 

 

分類 内 容 取り組み 

入
職
促
進
に
向

け
た
取
組 

法人や事業所の経営理念やケア方

針・人材育成方針、その実現のた

めの施策・仕組みなどの明確化 

施設の方針を朝礼時に唱和し、その実現

を目指している 

資
質
の
向
上
や
キ
ャ
リ
ア
ッ
プ
に
向
け
た
支
援 

働きながら介護福祉士取得を目指

す者に対する実務者研修受講支援

や、より専門性の高い介護技術を

取得しようとする者に対する喀痰

吸引、認知症ケア、サービス提供

責任者研修、中堅職員に対するマ

ネジメント研修の受講支援等 

働きながらキャリアアップをする職員

（介護福祉士資格取得等）に対してはシ

フトの調整、受講料の支援を行っている 

エルダー・メンター（仕事やメン

タル面のサポート等をする担当

者）制度等導入 

新入職員に対しては、先輩の担当職員を

配置し、仕事やメンタル面のサポートを

行っている 

両
立
支
援
・
多
様
な

働
き
方
の
推
進 

有給休暇が取得しやすい環境の整

備 

有給休暇が取得しやすい環境を提供し、

有給取得率が９０％以上を実現している 

腰
痛
を
含
む
心
身
の

健
康
管
理 

介護職員の身体の負担軽減のため

の介護技術の修得支援、介護ロボ

ットやリフト等の介護機器等導入

及び研修等による腰痛対策の実施 

リフト式の特殊浴槽を導入し、介護職員

の腰痛防止対策を行っている 



生
産
性
向
上
の
た
め

の
業
務
改
善
の
取
組 

タブレット端末やインカム等のＩ

ＣＴ活用や見守り機器等の介護ロ

ボットやセンサー等の導入による

業務量の縮減 

タブレット端末、見守り機器を導入し、

介護職員等の業務量の縮減の取り組みを

行っている 

や
り
が
い
・
働
き
が

い
の
醸
成 

ミーティング等による職場内コミ

ュニケーションの円滑化による

個々の介護職員の気づきを踏まえ

た勤務環境やケア内容の改善 

介護職員同士の会議において、業務内容

の見直しや特に気を付ける利用者に関し

てケア内容改善を行っている 

 


